
 

 

国保中央病院汚水槽等清掃業務委託仕様書 

 

この業務は、国保中央病院組合管理者（以下「委託者」という。）が発注する汚水槽等

清掃業務を受託する者（以下「受託者」という。）が行う業務の大要を示すものである。 

受託者が国保中央病院において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づ

き、汚水槽及び雑排水槽等の清掃を行うものである。  

 

１．委託期間：契約締結日～令和 9 年 3 月 31 日 

 

２．業務の内容  

（１）対象物件  

国保中央病院地下１階北側に設置している汚水槽１か所、雑排水槽１か所、湧水槽２

か所、グリストラップ槽（排水管含む）１か所、水洗い場（排水管含む）１か所及び湧

水槽排水管 1 か所、湧水槽ポンプ分解清掃２基とする。（別図１のとおり。）  

 

（２）業務の実施時期及び内容  

① 実施回数及び時期  

 対象物件 実施回数 実施時期 

汚水槽１か所 ２回 

第１期：令和 8 年 6 月頃 

第２期：令和 8 年 12 月頃 

雑排水槽１か所 ２回 

湧水槽２か所 ２回 

グリストラップ槽（排水管含む）１か所 ２回 

水洗い場（排水管含む）１か所 ２回 

湧水槽排水管 1 か所 １回 
第１期：令和 8 年 6 月頃 

湧水槽ポンプ分解清掃２基 １回 

  業務の実施に当たっては、国保中央病院担当者と事前に協議して、業務の日時、

作業方法等を決定するものとする。 

   ② 作業の内容  

（ア）各水槽の沈殿物・汚物は除去し、槽内を清掃すること。  

（イ）各水槽から除去した沈殿物等は、廃棄物収集運搬業及び廃棄物処分業の許可を

受けたものが、中間処理及び最終処分を確実に行うこと。なお、運搬及び処理費

においては受託者の負担とする。 



 

 

（ウ）湧水槽排水管の洗浄工法については、高圧ポンプにて加圧した水を、管内にて

ノズルより後方噴射させる工法とすること。 

（エ）湧水槽ポンプ分解清掃は、ポンプを取り外し、汚泥等による配管内のポンプ詰

りを清掃し解消すること。 

（オ）除去物質搬出の際は、養生を行う等飛散防止に努めるとともに、作業中の事故

防止に留意すること。 

③ その他  

（ア）作業実施に当たっては、酸素欠乏症等防止規則（昭和４７年９月３０日号外労

働省令第４２号）に定める酸素欠乏危険作業主任者を選任し、同規則に定める事

項を行わせること。 

（イ）業務実施に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係法令及び労

働関係諸法規を遵守すること。  

（ウ）病院職員の業務の支障とならないように実施すること。  

 

（３）委託する清掃場所及び容量等 

   委託する清掃場所及び容量は、次のとおりとする。  

① 汚水槽       １ヶ所  16.83 ㎥ 

② 雑排水槽      １ヶ所  16.83 ㎥ 

③ 湧水槽       ２ヶ所  各 16.83 ㎥ 

④ グリストラップ槽  １ヶ所  0.235 ㎥ 

⑤ 水洗い場      １ヶ所  0.6 ㎥ 

  ⑥ 湧水槽排水管       1 ヶ所  約 30m 

  ⑦ 湧水槽ポンプ    ２基 

 

３．報告事項等 

（１）受託者は清掃業務終了後、直ちに遅滞なくその経過及び結果を委託者に報告し了承

を得ること。また、速やかに受託者規定の様式にて報告書を国保中央病院企画総務課

へ提出すること。 

（２）槽内の清掃に際しては、清掃前、清掃中、清掃後の槽内の状態が明確にわかるよう

写真を撮り、報告書に添付して提出すること。その他委託者及び受託者が必要と認め

る写真を報告書に添付して提出すること。 

（３）収集運搬・処理が終了した後は、直ちに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を国保

中央病院企画総務課へ提出すること。 

 



 

 

４．経費の負担等  

費用の負担は、次のとおりとする。  

（１）受託者は、業務に必要な限度で、施設及び設備を無償で使用することができる。 

（２）業務に要する経費のうち、電気及び水道料は、委託者の負担とする。 

（３）前号以外の業務を実施するために必要な機材等は、全て受託者の負担とする。 

 

５．その他 

（１）現場調査 

   入札書の作成に際し現場調査が必要な場合は、５（３）担当課へ事前に連絡し、現

場調査の日程調整を行うこと。 

（２）この仕様書に疑義があるとき、又は、定めのない事項については、委託者と受託者

が協議して定めるものとする。  

（３）担当課 

国保中央病院  企画総務課 

   住    所  奈良県磯城郡田原本町宮古 404-1 

   電 話 番 号   0744-32-8800 

   F  A  X 番号   0744-32-8811 

   E - m a i l   kikaku3@kokuho-hp.or.jp 
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別 図 １

汚水槽　16.83㎥ 湧水槽　16.83㎥ グリストラップ槽　0.235㎥

雑排水槽　16.83㎥ 湧水槽　16.83㎥ 水洗い場　0.6㎥ 湧水槽排水管　約30ｍ

 

 

 

 


